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要約

本研究は、近年締結例が増加しており、柔軟で機動的に地域の様々なルールと定めたも

のとして注目されつつあるまちづくり協定制度に対して、まず理論的な類型を提示し、次

に筆者らが行った調査をもとに、商店街と住宅地という 2つの地域における既存まちづく

り協定の規定内容の分析結果を踏まえた上で、都市計画、特に土地利用規制制度との関わ

りでまちづくり協定の位置付けと役割を考察しようとするものである。

研究では、まずまちづくり協定の定義を行い、次いで、制度としてのまちづくり協定を

分類する方法として、法的位置づけと締結形式に着目し、それぞれが法的正当性、公的関

与の程度を示すものであることを議論した上で、計16種類の類型を提示した。

さらに調査から得られた商庖街と住宅地のまちづくり協定計91件の分析結果から、まち

づくり協定の規定内容は、①建築用途・形態関係、②意匠などの建築デザイン関係、③維

持管理・コミュニティ活動関係の 3つに大きくは分類され、これらの組み合わせによって、

「街路整備型J r景観・コミュニティ活動重視型J rソフト特化型J r総合環境整備型」の 4

つのパタ}ンが存在することを明らかにした。また、①建築用途・形態関係は、現行用途

地域制に対する上乗せ規制として、「暫定地区計画J r暫定建築協定」的な性格を有し、②

意匠などの建築デザイン関係は、地区計画・建築協定に対する補完的な役割(横出し)と

位置づけられるのに対して、③維持管理・コミュニティ活動関係は、「コミュニティの生活

yレール」的な内容をもつものと解釈されることを議論している。

最後に、提示されたまちづくり協定制度の16の類型に対して、「公的規制J r公的指導」

「私的契約J r私的調整」の 4つの性格を傾向づけ、さらにこれらの性格づけを利用しなが

ら、まちづくり協定の規定内容と協定制度類型との関係、協定の実効性担保方法と協定制

度類型との関係を考察している。その結果、公的規制の傾向を有するまちづくり協定制度

ではポリスパワーによる規制が、私的調整の傾向を有する協定制度では民間まちづくり組

織による管理が、その中間的な傾向の協定制度では行政指導が実効性担保の主たる手段と

して考えられることを lつの仮説として提示している。
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1.はじめに

近年、まちづくりのために住民同士や住民と自

治体、あるいは時には民間事業者も含めて協定を

締結する例が増えてきている(石川・中井、 1996)。

また制定数が増加の一途をたどっているまちづく

り条例の中にも、まちづくり協定の条項を設げて

いることが少なくない。田中ほか(1994)では、分

析の対象とした118条例中の36%で協定の締結を

含んでいるとしている。このようにまちづくり協

定は、地域の環境改善のための自主的ルールを明

文化したものとして、徐々にではあるが確立した

手法となりつつあると考えられる。

まちづくり協定に関する研究は徐々に増加して

きているが、これまでの研究は、主にその実態を

知り、実効性を分析することに主眼が置かれてき

たといえよう。上記の石川・中井(1996)は、土地

利用規制的な内容をもっ協定の締結動向を把握

し、その一部をまちづくり協定として、規定内容

の分析を行ったものであり、まちづくり協定の全

体像を把握しようとしたものである。また、まち

づくり協定の一種と考えられる建築協定について

は、鈴木(1986.1987)、高橋(1987)、田中ほか

(1992)があるが、これらはいずれも建築協定の住

環境保全の側面からの効果という観点で分析した

ものである。建築協定のような法的な裏付けをも

たない任意協定である商庖街協定については、瀬

口・今井(1990)、今井・瀬口(1991)、山崎・樋口

(1997)があるが、これらも、限られたケーススタ

ディをもとに、実態からその実効性を分析したも

のとなっている。

一方、制度としてのまちづくり協定を議論した

ものは、北村(1992)や中井(1997)が見られるのみ

である。前者はまちづくり協定の理論的な側面を

検討した唯一の研究であり、まちづくり条例を道

守させるための行政的手法のうちの契約的手法と

してまちづくり協定を位置づけ、協定の役割を法

学的な観点から検討しているが、あくまでも条例

とその実現手段のーっとしての協定に焦点、をあて

たのみであり、広く土地利用規制やまちづくりの

ための手法との関わりで分析されたものではな

い。後者では地区計画との関わりなどについても

言及されているが、阪神・淡路大震災の復興まち

づくりというコンテクスト(すなわち神戸市のケ

ース)で議論されたもので、より一般的な枠組み

を設定した上での議論とはなっていない。まちづ

くり協定に関しては、自治体や地域住民による実

践が先行しており、その理論的側面の検討が遅れ

ているといわねばならない。

そこで本研究では、まちづくり協定制度に対し

てまず理論的な類型を提示し、次に筆者らが行っ

た調査をもとに、商庖街と住宅地という 2つの地

域における既存まちづくり協定の規定内容の分析

結果を踏まえた上で、都市計画、特に土地利用規

制制度との関わりでまちづくり協定の位置付けと

役割を考察しようとするものである。

本研究の構成は以下の通りである。 2章では、

まず本研究におけるまちづくり協定の定義を示

す。 3章ではまちづくり協定を制度面から捉える

際の分類方法を提示し、次いでこの分類からまち

づくり協定の理論的類型を作成し、各類型に属す

る協定の実例を示す。 4章では筆者らが行った調

査をもとに、商底街と住宅地における既存のまち

づくり協定の規定内容の特徴をまとめ、 5章では

3章で示されたまちづくり協定の理論的類型の上

で、 4章の分析結果を踏まえてまちづくり協定の

土地利用規制としての制度上の位置付けおよび性

格と、その実効性に対する考察を行う。 6章は研

究のまとめである。

2. まちづくり協定の定義

まちづくり協定を厳密に定義することは難し

い。例えば日本建築学会の編集した『建築・都市

計画のための空間学事典』では、「街づくりにおい

て、住民の聞で決める民間協定。(中略)大別して、

地区計画協定、建築協定、緑化協定、任意の街づ

くり協定に分けられる。J (日本建築学会、 1996:

250)としている。本研究では、基本的な考え方は

上記の定義に則り、さらにそれをもう少し厳密に、

「一定の地区内において、公共施設整備、土地利
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用規制など広く良好な空間・生活環境を確保する

目的で、住民間、あるいは住民と公共団体の聞で、

合意に基づき自主的に締結される協定」と定義す

ることにする。

ここで注意しておく必要があるのは、定義にお

いて「一定の地区内」としているため、地区とい

う概念をもたないまちづくり協定が排除されてい

る点である。地区という概念をもたないまちづく

り協定とは、自治体が個々の事業者や住民と個別

に締結する協定である。

例えば、都市計画法の開発許可に伴って締結す

るいわゆる32条開発協定1)や、宅地開発指導要綱

の内容を担保するため締結する一般的な開発協定

は、自治体が個別の開発ごとに開発業者と締結す

るもので、各業者が開発する区域という 1点を除

いて地区という概念はない。また、一般的な緑化

協定にもこのような形式をとるものが少なくな

い。千葉市の工場等緑化協定はその一例であり、

1000m'以上の工場、事業所、事務所等に新設で20

%以上、既設で10%以上の緑化を定めるものであ

る。

こういった協定では、全て自治体一事業者(住

民)という 1対 1の関係で協定が締結される。こ

のような協定も、厳密に言えばまちづくり協定の

一種と考えられるが、都市計画の空間規制として

の土地利用規制は、用途地域にしろ地区計画にし

ろ一定以上の連続する空間を対象としていること

がほとんどであるため、本研究ではそれとの考察

上の互換性を考慮して、こういった 1対 1協定を

省いて考えることにした。

3.まちづくり協定の類型

実態としてのまちづくり協定の利用が進んでき

ていることは既に述べたが、主として自治体主導

による独自の発展を遂げつつある結果、制度とし

てのまちづくり協定は実に多様な形をとってい

る。本章では、制度としてのまちづくり協定を考

える上で重要と思われる法的位置付げと締結の形

式という点から、まちづくり協定を議論する際の

類型を提示し、それぞれの類型に属する若干の実

例を紹介する。

3. 1 まちづくり協定の法的位置付け

まちづくり協定の法的な位置づけは、一般には

以下の 4つに分類することができると考えられ

る。

(A)法的な裏付けが全くない場合

法律でも条例でもその協定制度が規定されてい

ない、すなわち完全な任意の紳士協定の場合であ

る。言うまでもなく、法的な位置づけは最も弱い。

(B)要綱で規定されている場合

法律にも条令にも基づかないが、まちづくり協

定が行政文書である要綱に規定されている場合が

あり、その典型的な例は、建設省のまちなみ環境

整備事業に伴ったまちづくり協定である。この事

業は、住民と自治体が協力して行うまちづくりに

対して補助を行う事業であるが、住民の合意によ

りまちづくり協定を締結することがその要件とさ

れている。法律や条令に規定されているものでは

ないという点では明らかに法的位置づけは弱いと

言わざるを得ないが、それでも国がまちづくり協

定を認知し、支援するという点では上で述べた全

くの任意協定よりは多少なりとも明確な位置づけ

が与えられていると言えよう。

(C)自治体の条例で規定されている場合

法律には規定されていないが、その協定制度が

自治体の条例中に規定されている場合がこれにあ

たる。なお、ここでいう条例には条例に付随する

施行規則なども含まれるとする。

本稿の最初に既に述べたように、近年策定件数

が増加しているまちづくり条例の中では、まちづ

くり協定について規定を設けている場合も少なく

ない。その最も初期の例としては、 1981年に神戸

市が定めた「神戸市地区計画及びまちづくり協定

等に関する条例」がある。

これら条例に定められたまちづくり協定は、法

律ほどの法的裏付けはないが、そもそも自治体の

条例は法的にも法律に準ずる存在であることを考

えると、相当程度の法的裏付げを有していると言

うことができょう。

(D)法律で規定されている場合
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法律において明確に規定されているまちづくり

協定である。言うまでもなく、法的位置づけは最

も強い。

法律によるまちづくり協定の規定を検討するに

は、公法と私法の両面からの検討が必要である。

まず公法から検討すると、我が国の場合、公法に

明確に規定されたまちづくり協定は 2種類しかな

い。 1つは建築基準法に規定される建築協定であ

る。建築協定には、複数の地権者の同意によって

締結される本来の意味での建築協定と、一定の条

件のもとに土地所有者が 1人でも締結することが

できるいわゆる 1人協定の 2種類が存在するが、

本稿におけるまちづくり協定の定義から言えば、

前者のみがまちづくり協定と言うことができる。

いま 1つ、法律に位置づけられたまちづくり協定

は、都市緑地保全法に規定される緑化協定である。

さて、我が国では公法に明確に規定されたまち

づくり協定と言えるものはこの 2つしかないが、

その他に、法律には明確に規定されていないが、

条文中でその存在が言及されている協定がある。

例えば、都市計画法12条の5第10項では、地区計画

の区域で地区整備計画を定めていない区域につい

て、地権者が建築物や公共施設の整備についての

協定を締結すれば、地区整備計画の決定を市町村

に対して要請することができると定められてい

る。こういった協定に法律上の位置づけがあるか

どうかは微妙であるが、これらは法律上の位置づ

けを得たと同時に地区整備計画に移行するものと

仮定して、あくまでも協定にとどまっている聞は

法律上の位置づけがないものと考えた方がいいだ

ろう。

次に私法とまちづくり協定の関係を検討してみ

よう。言うまでもなしわが国の私法にまちづく

り協定に直接言及するようなものは存在しない

が、複数の地権者間の協定を「契約」と見なせば、

それは民法によって規定されると考えることがで

きょう。このように解釈すれば、全ての協定は法

律に基づいていると言うことができるが、現実的

にはまちづくり協定の場合には、違反者が出たと

しても契約違反として裁判所に訴えられることは

まずない。従って、まちづくり協定は契約ではな

く、あくまでも単なる紳士協定であるというのが

基本的な考え方として妥当であると考えられ、こ

の意味では、わが国では法律に規定のあるまちづ

くり協定は、建築協定と緑化協定の 2っと言えよ

フ。

3. 2 まちづくり協定の締結形式

協定の締結形式については、基本的には誰が締

結者になるか、すなわち締結主体によって分類さ

れる。ここでまちづくり協定の締結主体として考

えられるのは、住民(地権者)と自治体の 2種類

である。まちづくり協定には、地区内の事業所や、

時には開発業者が参加する場合もあると考えられ

るが、多くの場合これらの主体は地権者でもある

ことを考え、ここでは広い意味での住民とみなす

ことにする。

さて、このように締結主体を考えた場合、締結

の形式は基本的には以下の 3種類となる。

(a)住民間で締結される協定

自治体が協定の締結に形式的には一切関わら

ず、純粋に住民、地権者などの民間の間で締結さ

れる形式である。

厳密にはこの形式には、さらに以下の 2種類が

存在する。

(al)いわゆる全員同意型の協定であり、一般に同

意した住民全員の署名捺印が存在する協定であ

る。協定参加者が権利を有する敷地を集めた結果

が、協定地区となる。

(a2)自治会や商店会、まちづくり協議会など一定

地区のまちづくりを推進する組織(以下、まちづ

くり組織と呼ぶ)が、その地区の住民の総意とし

て地区のlレールを定めた協定であり、個別住民の

署名捺印は存在しない。一般には地区内の住民の

大多数の同意で協定を締結するといった例が典型

的である。

(b)住民間で締結した協定に、自治体が認定・承認

を与える場合

形式的締結者は(a)タイプの協定と同じだが、

自治体(一般には首長とされていることが多い)が

それを認定あるいは承認するという形で関与する

形式である。 (a)タイプにさらに 2種類があるの
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に対応して、このタイプでも 2種類が考えられる。

(bl) (a1)タイプの協定を自治体が承認する場合

である。建築協定がこれにあたる。

(b2)自治体と住民が、発意はいずれであれ共同で

地区のまちづくり方針を策定し、一定の地区で一

定割合以上の住民の合意を得て、その地区の方針

を協定という形式をとって導入する場合である。

(c)自治体がまちづくり協定の締結者となる場合

まちづくり協定の片方の締結者が自治体である

場合であり、やはり以下の(cl)、 (c2)の2種類が

可能である。

(cl)住民間で締結する協定(すなわち (al)タイプ

の協定)に自治体も加わって署名する形式である。

(c2)一定地区を代表するまちづくり組織と自治体

が協定を締結する形式である。 (a2)タイプの協定

にさらに自治体が署名捺印する場合と考えればよ

しユ。

a b c 

自治体関与なし 自治体承認 自治体締結者

1 締結者個 巨函
尿人中心型

ーー ーー 官畠官畠 ...  v ...・幽.圃.....
2 地区中心

唾争 EE 墨型

一
亡コ協定関係 ・住民 く二〉まちづ〈り組織

図l まちづくり協定の締結形式

これら締結形式の 6つのタイプを図で示したも

のが、図 1である。(1)タイプと(2)タイプの違いは、

(1)タイプがまず協定に合意する個々の締結者があ

り、協定地区はそれら個々の締結者の敷地の集合

として存在するのに対し、 (2)タイプはそれとは逆

に、まず地区があり、その地区のルールとして協

定が締結されるので、必ずしも個々の住民が協定

の締結には明示的に登場してこない点にあるとま

とめることができょう。一言で言うならば、 (1)タ

イプは締結者個人中心型であるのに対し、 (2)タイ

プは締結地区中心型と言うことができる。

3. 3 分類の意味

類型化に先立ち、ここで、分類方法である「協

定の法的位置付け」と「締結の形式」が意味する

ところを明確にしておこう。

協定の法的位置付けが意味するものは、言うま

でもなく、まちづくり協定の法的正当性である。

法的な位置付けが全くないものから、要綱、条例、

法律と位置付けが高まるにつれて、法的正当性も

高くなる。そして、法的正当性が高ければ高いほ

ど、制度という点からは熟度が高いと言うことが

できる。また、裁判所という限定された世界のみ

ならず、一般市民に対する説得力も法的正当性が

高まるにつれて強くなると考えてもいいだろう。

一方の「協定の形式」は、公的関与の程度を示

しているものと考えられる。 (a)タイプの自治体

が全く関与しない純粋な住民間の協定から、自治

体が承認という形で関与する (b)タイプ、そして

自治体自身が締結者となる (c)タイプとなるに従

って、公的関与の程度は高くなっていく。

(a) (b) (c)各タイプに存在する(1)タイプ、 (2)タ

イプの違いに関して公的関与の程度という点から

検討すれば、 (a)タイプでは(al)タイプ、 (a2)タイ

プに公的関与の差はない。また(cl)タイプと (c2)

タイプでも自治体関与の差はないと考えられる。

しかし、前章の分類の定義から考えて (bl)タイプ

と(b2)タイプでは、自治体が住民との合意の上で

地区方針として協定を導入する (b2)タイプの方

が、単に住民間の協定に自治体が承認を与える

(bl)タイプに比べれば自治体関与の程度は大き

いと考えた方が妥当であろう。

以上を整理すると、公的関与の程度を示す「協

定の形式」では、

(a)自治体が全く関与しない住民間の協定

(bl)自治体の承認を得た住民間の協定

(h2)自治体が地区方針として導入する協定

(c)自治体が片方の締結者となる協定

の4つのタイプにまとめられ、この順に公的関与

の程度が高くなっていくと言うことができる。

3. 4 協定の類型化と実例

これで法的位置付けについては4つの分類、締

結の形式についても 4つの分類とその意味合いが

明確にされた。そこで次に、これらを組み合せる
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ことで、 4x 4で計16の類型を作成する。それぞ

れの類型は法的位置付け分類を示す記号(A)(B) 

(C) (D)、協定の形式の分類を示す記号(a)(b1) 

(b2) (c)を用いて (Aa)、(Cb2)、(Da)という具合に

表すものとしよう。

これらまちづくり協定の16の類型について、そ

れぞれ実際のまちづくり協定の例を示したものが

表 1である。

表1 類型別のまちづくり協定の実例

協定締結の形式

a 住民間 bの1承自認治体 b2方地針区 がC締自結治者体

協 A 

造事i1盟;語黒区Z)ii 本主(伊A義町のc通笥}づ品り地く
定

な
し

の

法
B (8 a) 

iif聾
(8 b 2) (8 c) 

的
要綱

{立
くり

置

づC (C a) 

長に(C形崎よb成市る1協都条)定例市 藤条協(C定例沢b市に2景よ)観る
話川長7市の4り臨ま横定ちlす 条例

O 
(カ(D米ペa) ナ)ント

緑建化築協協定定

(0 b 2) 

54r 法
律

表について若干の注釈を加えておこう九まず

わが国のまちづくり協定の 1つの代表的制度であ

る建築協定は、 (Dbl)タイプに分類される。ここに

は特に個別事例は記載しなかったが、 1人協定で

ない建築協定は全てここに分類されることになる

ので、実例の数は相当数になるo もう 1つのまち

づくり協定の代表例である既存の商庖街でよく見

られるいわゆる商庖街協定には、 (Aa)もしくは

(Abl)タイプのものが多い。このうち特に (Aa):タ

イプの協定は、現実にはかなりの数存在すると思

われるが、自治体が関与しないため情報の把握が

困難であり、その実態を明らかにすることは難し

しユ。

最近急速に実例を増加させてきているのは、ま

ちづくり条例によって規定されたまちづくり協定

であり、このタイプのまちづくり協定はほとんど

が(Cbl)もしくは(Cb2)に分類される。また、現実

的には(Cb1)と(Cb2)を区別することは難しい。そ

の多くは景観条例による景観まちづくり協定とい

う特徴を有しているが、最近ではいまだ締結の実

績はないものの、三鷹市のまちづくり条例にもと

づくまちづくり協定などもある。

自治体が自らまちづくり協定の締結者となる

(c)タイプのまちヴくり協定は、全国的に見ても極

めて少ない九表では条例レベルでこのタイプを

とるものとして神戸市の「神戸市地区計画及びま

ちづくり協定等に関する条例」と掛川市の「生涯

学習まちづくり土地条例」によるまちづくり協定

制度をあげているが、これは市長が、認定された

まちづくり協議会とまちづくり協定を締結する形

式を条例で定めたものとして、筆者の知る数少な

い例であり、この意味では極めて特徴的な制度と

言うことができる。

法律で規定されているまちづくり協定は、わが

国では建築協定および緑化協定しか存在しない

が、参考までに諸外国でそれにあたるものとして、

主としてアメリカで多く用いられているカペナン

トとイギリスの計画協定制度が表には加えられて

いる。

カペナント (covenant)とは、土地の利用に関す

る特殊な契約であり、慣習法によって規定される

ものである。カペナントが-.e.締結されれば、土

地の所有者が変わってもその効力は新しい所有者

を拘束するという意味で、人ではなく土地に付随

する契約であり、わが国の建築協定のモデルとも

言うべき仕組みである。カペナント違反は、カペ

ナントが契約であることから、通常の契約行為と

同様に、違反により損害を被った締結者が最終的

には裁判所に訴えることによって取り締まられる

ことになる。土地利用規制の原点、と考えられてお

り、アメリカでは一般に、住宅地の環境保全の目

的で、住民が自主的に定め、自らそれを運用して

いる。

またカペナントはあくまでも一種の契約である

から、契約の当事者が自治体となった場合には、

表 lでは(Dc)に分類され、実質的には自治体によ

る土地利用規制として機能することになる。実際、

アメリカの大都市で、唯一ゾーニングを土地利用
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規制の主たる手法として採用していない都市とし

て知られるテキサス州ヒューストンでは、 1万件

ものカペナントによって土地利用規制が行われて

いる(渡辺、 1985:173-176)。

一方のイギリスの計画協定(planning agree-

ment)は、自治体が土地利用規制の目的で事業者

および土地所有者など権利関係者と締結する協定

であり、1990年の都市農村計画法の106条に規定さ

れていることから、106条協定とも呼ばれる仕組み

である。内容は、特定用途のみを認めるといった

狭義の土地利用の規制のみならず、公共施設提供

の義務や管理の条件など、締結者間で合意できれ

ば広範囲にわたって可能であり、自治体が広く公

益を実現する手段として活用している仕組みであ

る(詳しくは中井(1994)を参照のこと)。計画協定

も法的には一種のカペナントであり、従って土地

自体に付随する契約として、所有者が変わった場

合も新所有者を拘束することになる。

以上、諸外国の協定制度はさておくとしても、

わが国のまちづくり協定は、表1の類型によれば

相当多様な形式をとっていることが理解できょ

う。そこで、このような制度としてのまちづくり

協定類型の土地利用規制としての性格を考える前

に、次章では、多様なまちづくり協定の実際につ

いて、規定内容を中心に整理し、その特徴を明ら

かにしてみよう。

4. まちづくり協定の規定内容

本章では、まちづくり協定に関する調査の結果

をもとに、実際に締結されたまちづくり協定にお

いて規定されている内容の分析を行う。

4. 1 利用資料

筆者の研究室では、まちづくり協定の締結の動

向と、締結されている場合の規定内容を明らかに

することを目的として、首都圏 1都 3県の全ての

区・市および全国の人口40万人以上の全ての自治

体を対象として、1996年12月"-'1997年2月にアンケ

ート調査を行った。

まちづくり協定に関する調査の困難な点は、第

1に民民同士の任意協定も含めて、締結されたま

ちづくり協定を総括的に把握している組織が存在

しないこと、第2にもし仮に自治体でまちづくり

協定制度を創設していたとしても、その内容によ

って自治体での担当部署が異なることが予想され

ることである。第1の問題に対しては、とりあえ

ずは自治体が把握しているもののみを調査の対象

とすることにし、第2の問題に対しては、全て都

市計画課を窓口として担当部局へ調査票を回送し

てもらう方式をとった。なお調査結果から、一般

的には建築協定は建築指導課、商庖街のまちづく

り協定は商工課が担当している事が確認されてい

る。

調査票を送付した自治体は167、回収率は90%で

あった4)。

調査の結果得られたまちづくり協定のうち、以

下の分析では、建築協定・緑化協定および緑化に

関する事項のみを取り決めたまちづくり協定を除

く91件のまちづくり協定を対象としている。建築

協定と緑化協定を除いたのは、これらは法律によ

って規定できる内容がかなり限定されているた

め、多様なまちづくり協定の規定内容の分析には、

むしろ任意で締結される協定のみを対象とした方

が適当であろうと考えたことによる。

これら91件のまちづくり協定は、商店街のまち

づくり協定72件と住宅地のまちづくり協定19件か

ら構成されており、それぞれ24自治体、 11自治体

において締結されたものである。このように住宅

地のまちづくり協定の締結数が商庖街の協定締結

数と比べると少ない理由としては、住宅地におけ

る建築協定の充実があげられよう。住宅地では、

建築協定の有効利用により住環境の保全維持・修

復改良が可能であり、まちづくり協定のように法

的に確立していない協定を利用する必要性が少な

いからである。逆に商店街では建築協定はほとん

ど締結されておらず、まちづくり協定を利用して

いる場合がほとんどである。

商店街と住宅地では、まちづくり協定の締結者

も前者では事業者であるのに対して後者では一般

の住民であり、また土地利用環境の違いを反映し

て協定の規定内容も異なっていることも十分に予
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想される。このように、かなり性格が異なると思

われるまちづくり協定を区別せずに分析すること

は好ましくないことから、以下では商庖街のまち

づくり協定、住宅地のまちづくり協定のそれぞれ

について分析を行った。

4. 2 まちづくり協定の規定内容とその

F¥ターン

まちづくり協定に規定されている項目を、商庖

街の協定について集計した結果が表2、住宅地の

協定について集計した結果が表 3である。

表2 商庖街のまちづくり協定の規定項目

規定項目 割合 件数

建築物用途 76.4% 55件
壁画後退.t.yトjγック 61.1% 44件
建築物の高さ 36.1% 26件
建築物の外観・色彩 83.3% 60件
共同化の推進 ~8.1% 13件
1階開口部(シャッター，夜間照明) 43.1% 31件
看板・広告・日除け等 75.0% 54件
緑化関係 47.2% 34件
駐車場・車関係 47.2% 34件
増設私有地の維持管理 77.8見 56件
道路の維持管理 63.9% 46件
ゴミの処理 27.8% 20件
商業促進事業等 40.3% 29件

計 72件

表3 住宅地のまちづくり協定の規定項目

規定項目 割合 件数
建築物用途 42.1% 8件
壁面後退・セ川}¥"'Yク 52.6% 10件
建築物品さ 89.5% 17件
敷地面積の大きさ 42.1% 8件
敷地(土地)の高さ 26.3% 5件
建築物の外観・色彩 47.4% 9件
フェンス・柵 68.4% 13件
駐車場・車関係 42.1% 8件
緑イじ関係 52.6% 10件
看板・広告物の規制 47.4% 9件
道路等の維持管理 63.2% 12件

計 19件

まず商庖街では、「建築物の外観・色彩J '増設

私有地の維持管理J '建築物用途J '看板・広告・

日除け等」が3/4以上の協定で規定されており、こ

れらはいずれも住宅地のまちづくり協定に比較す

るとかなり高い値を示している。逆に住宅地では、

「建築物の高さ」が極めて高く、また商店街で規

定されていない項目としては、「敷地の大きさJ'敷
地の高さ」など敷地に関する規定項目が特徴的で

ある。両方の協定に共通するものとしては、「緑化

関係J '駐車場・車関係J '道路の維持管理」など

があると言えよう。

ここで表2および3に見られる項目を整理する

と、大きくは、

①建築用途・形態関係

②意匠などの建築デザイン関係

③維持管理・コミュニティ活動関係

の3つに分類することができそうである。そこで

次に、これら 3つの分類に着目しながら全ての協

定の規定内容を検討したところ、商店街および住

宅地のまちづくり協定を規定されている内容から

見ると、おおむね表4に示された 4つのパターン

が存在することが明らかになった。各ノfターンを

簡単に説明すると、以下のようになる。

1.街路整備型

商店街にも住宅地にも存在するパターンであ

り、内容的には①建築用途・形態関係の中でも特

に街路の拡幅を目的とした壁画後退に特化した協

定である。

2.景観・コミュニティ活動重視型

このパターンの協定では、景観の維持、向上が

主たる目的であるが、他にも住宅地の場合にはコ

ミュニティ維持活動、商店街の場合には商業活動

に関する規定が一定程度存在する。商店街にも住

宅地にもこのパターンの協定は存在するものの、

既に述べたように商庖街では住宅地のものに比べ

て外観・色彩、看板等の内容についてより詳細な

数値規定が存在しているのが一般的であり、商店

街のまちづくり協定の方がこの意味ではより景観

重視型といえる。

3. ソフト特化型

商庖街のまちづくり協定にのみ見られる、特徴
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表4 まちづくり協定のパターン

|煙な耽どハー麿 外匠観，色，恵彩 理経，持1ミ官ュニ
J¥OIJ-'j ド 等 ティ活動等 件数

商 1.街路整備型 O ム ム 2件

庖 テ2.ィ策活観動重・視コ型ミユー ム 。O 20件
街

3.ソフト特化型 ム ム 。11件

4.総合環境整備型 O O O 39件

計 72件

住
1.街路整備型 O ム ム 41'牛

宅 テ2.ィ景活観動重・視コ型ミユー ム O O 51午
地

3.総合環境整備型 。O O 101'牛
言十 19件

注)@詳細な規定内容 O標準的な規定内容 Aあまりふれていない

的な協定のパターンである。駐車対策、ゴミ処理、

営業時間、イベント等の商店街の活動維持に関わ

る項目を中心に構成された協定であり、建築環境

は既にある程度整っている商唐街で多く見られる

協定である。

4.総合環境整備型

壁面後退などのハードから、道路の維持管理、

コミュニティ活動などのソフトまで内容が多岐に

わたり、総合的な環境の向上を目的とする協定で

ある。やはり商庖街にも住宅地にも存在するが、

住宅地の協定の場合には商庖街の協定に比較する

と、なかでも①建築用途・形態関係に重点が置か

れ、内容はより詳細で数値規定も少なくない。表

4中に示された各ノTターンに該当する協定数から

見てもわかるように商店街、住宅地のいずれにお

いても最も該当数が多い協定であり、言い換えれ

ば、商庖街および住宅地のまちづくり協定の典型

的な規定パターンということができょう。

4. 3 規定内容からみたまちづくり協定の性格

前節において、規定内容からみた場合、まちづ

くり協定には大きくは4つのパターンが存在する

ことが明らかとなった。この節では、それぞれの

パターンのもつ性格について議論してみる。とこ

ろで各パターンの違いは、規定内容の 3つの分類、

すなわち①建築用途・形態関係、②意匠などの建

築デザイン関係、③維持管理・コミュニティ活動

関係のどの部分を強調しているかから導かれてい

るので、パターンのもつ性格とは、これら 3つの

分類のもつ特徴に他ならない。そこでこれら 3つ

の分類のもつ特徴を、特に現行の都市計画におけ

る土地利用規制との関係で議論してみよう。

まず①建築用途・形態関係は、規定されている

項目だけに着目すれば、実は建築協定あるいは地

区計画で定めることができる項目とかなりの部分

で共通している。従って一言で言うならば、まち

づくり協定の規定項目のうちの建築用途・形態関

係とは、現行の一般的土地利用規制である用途地

域制にもとづく規制に対する「上乗せ」にあたる

ものと言えよう。逆に言えば、もしまちづくり協

定の規定内容が、純粋に建築用途と形態関係に限

定されているのであれば、それはまちづくり協定

という手段を用いなくとも、建築協定や地区計画

によって実現可能であることになる。

これに対して、②意匠などの建築デザイン関係

は、建築物に対する規制という意味では土地利用

規制の範囲にとどまっているものの、用途地域制

はもちろん、その上乗せである建築協定や地区計

画においても現行法制下では規制することが極め

て困難か、あるいは「美観」などのようにそのよ

うな規制行為になじまないものと言うことができ

ょう。言い換えれば、中には規制になじまないも

のも含んだ、土地利用規制の「横出し」的性格を

有するものと考えてもよい。

最後の③維持管理・コミュニティ活動関係は、

基本的には土地利用に対する規制ではなく、住宅

地にしろ商庖街にしろ、そのコミュニティで健全

に生活・活動していくためのルールを定めたもの

である。

さて、上述の議論を踏まえてまちづくり協定の

4つの規定パターンを解釈すれば、次のようなこ

とになろう。

まず①建築用途・形態関係、特に壁面後退に規

定項目が限定されている「街路整備型」は、明ら

かに現行用途地域制による土地利用規制の上乗せ

にとどまるものであり、従って本来は法的な位置

づけが明確になっている地区計画や建築協定によ

って規定されるべきパターンである。しかしなが

ら現実的には、地権者合意などの点で、より拘束

性の強い地区計画の決定や建築協定の締結にまで

は至っていないと考えられるパターンであり、将
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来的には地区計画や建築協定に発展しうるという

意味で、「暫定地区計画J r暫定建築協定」として

の性格を有するパターンと言うことができょう。

次に「ソフト特化型」は、規定が③維持管理・

コミュニティ活動関係に集中していることから、

コミュニティの生活ルールを定めたものというこ

とができる。すぐ上で述べた街路整備型のまちづ

くり協定が、まちづくりのハード面を対象とした

一方の極にあるとすれば、コミュニティの生活lレ

ールとしてのソフト特化型のまちづくり協定は、

その対極に位置づけることができる。

「景観・コミュニティ活動重視型」の規定内容

は、街路整備型とソフト特化型という両極のちょ

うど中間的な性格を有するものといえよう。この

パターンは、コミュニティの生活ルーノレに、建築

協定・地区計画の横出し的な規制を加えたもので

あり、商店街のまちづくり協定のように、景観関

連の規定の方がコミュニティ維持活動に比較して

重視されるようになればなるほど、協定に建築協

定・地区計画「的」な性格が強まり、土地利用規

制としては「建築協定補完J r地区計画補完」の性

格が強まるものと解釈されよう。逆にコミュニテ

ィ維持活動の側が重視されれば、コミュニティの

生活ルールとしての協定の性格が強まることにな

る。

そして最後の「総合環境整備型」は、このよう

なコミュニティの生活ルール的側面から、地区計

画的側面まで幅広くカパ}したものであることは

明らかであろう。

さらに商庖街のまちづくり協定と住宅地のまち

づくり協定の違いに着目すると、表4からは商店

街のものでは、①建築用途・形態関係よりも、む

しろ②意匠などの建築デザイン関係や③維持管

理・コミュニティ活動関係を重視するものが多い

という傾向がある。商庖街のまちづくり協定の第

一義的な目的は商店街の売り上げ増加であり、そ

のために買い物客の印象に影響を与える重要な要

素である外観意匠や、イベント、営業時間などの

商業活動の調整が重視されるのは当然の結果であ

るが、これらはいずれも地区計画といった既存の

土地利用規制にはあてはまらない、あるいはなじ

まないものであり、この意味では商庖街のまちづ

くり協定では生活ルール的、あるいは土地利用規

制でも地区計画・建築協定の横出し的性格が強い

ものがほとんどということになる。商店街に建築

協定が少ない理由は、まさにこの点にある。

一方の住宅地のまちづくり協定では、商底街の

ものに比較すると、①建築用途・形態関係が重視

されている。従って、生活ルール的なものも一部

含んではいるものの、基本的には暫定建築協定、

暫定地区計画の性格を有するものが多いと考えて

もよかろう。実際、今回の調査で得られたまちづ

くり協定のほとんどは、既成市街地において住環

境の向上のために締結されたものと、区画整理な

どの事業がきっかけとなり、事業後の環境維持を

目的として締結されたもののいずれかであり、建

築協定の多くが住宅地で締結されているという事

実も考慮すれば、住宅地のまちづくり協定と建築

協定、地区計画は同じ線上に位置し、後者は前者

を延長したものとして位置づけることができるも

のと思われる。

以上、本章ではまちづくり協定の規定内容の分

析から、地区計画、建築協定との関連で、まちづ

くり協定が「暫定地区計画J r暫定建築協定」的な

性格をもつものと「コミュニティの生活ルール」

的な性格をもつものを両極として、その聞に「地

区計画補完J r建築協定補完」などの中間的な性格

が位置づげられ、もっとも多いまちづくり協定の

パターンとして、これら全ての性格をあわせもつ

総合環境整備型があることなどが明らかにされ

た。次章では、この結果を踏まえた上で、 3章で

提示した制度としてのまちづくり協定の理論的分

析枠組みを用いて、まちづくり協定制度の土地利

用規制としての性格と位置づけ、さらに実効性に

ついて議論してみよう。

5. まちづくり協定制度の理論的考察

5. 1 まちづくり協定制度の性格

制度としてのまちづくり協定の性格を議論する

ために、 3章で提示した協定類型化の枠組みの上



中井:まちづくり協定:その理論と実際 79 

法
律

図2 まちづくり協定の類型と性格の傾向

に、各まちづくり協定類型が有すると考えられる

基本的傾向を書き込んだものが図 2である。

類型化の方法をもう一度繰り返すと、縦軸がま

ちづくり協定の法的位置づけであり、上から下に

向かつて法的正当性が高まる。横軸は協定締結に

対する公的関与の程度を示す軸であり、左から右

に移動するに従って、公的関与の程度が高まるこ

とを示している。

図2には、多種多様なまちづくり協定制度は、

基本的には 4つの傾向を有することが示されてい

る。まず、右下方向に類型が移動するにつれて、

公的関与が高まると同時に法律上の位置づけも高

まることになるので、この場合は「公的規制」と

しての性格が強くなるものと理解される。公的規

制の代表である都市計画法、建築基準法による土

地利用規制は、この図の欄外ではあるが、右下方

向への延長線上にあると考えられるからである。

図の左下方向への類型の移動は、公的関与が小

さい、すなわち公民の関係というよりは民民の関

係において法的位置づげが高いものを示してお

り、ここに分類されるまちづくり協定は、私法上

の「契約」に基づくものと言うことができる。我

が国には該当する制度はないが、英米のカペナン

トがそれにあたると考えられることは既に述べ

た。

逆に図の右上方向、すなわち公的関与の程度は

高いにもかかわらず法的正当性が低いものについ

ては、既存の土地利用規制では指導要綱による土

地利用規制に類似する性格を有するものと考えら

れ、図では「公的指導」の性格が強くなるものと

表現されている。

最後に図の左上方向は、民民間で法的位置づけ

も低い協定類型であり、これはいわば近隣の紳士

協定ということになる。従って有形無形の拘束力

をもっ強制的な規制というよりは、私人聞の「調

整」行為に近い性格を有すると考えられよう。

5. 2 まちづくり協定制度と規定内容

前節で議論した協定類型と制度の性格の基本的

な対応関係を念頭において、次に 4章で議論した

規定内容から見たまちづくり協定の性格と協定類

型の関係を考察してみよう。

まず図2に立ち戻って、「私的調整Jr私的契約」

「公的指導J r公的規制」という協定の 4つの性格

と規定内容の一般的な関係を考えると、私的調整

すなわち図の左上から公的規制、すなわち右下に

性格が移行するにつれて、規定内容は限定されて

いく傾向がありそうなことがわかる。私的調整で

は、およそありとあらゆるものがその対象となり

得るのに対して、公的規制の対象に対しては、強

い公的関与と高い法的正当性という強い制約条件

が与えられているからである。これを別の言い方

をすれば、公的規制の対象となりうるものは、好

ましい好ましくないは別にして一般的に私的調整

の対象にもなり得るのに対して、その逆の、私的

調整の対象が一般的に公的規制の対象となること

は一部を除いて不可能であるということになる。

さて 4章では、まちづくり協定の規定内容は、

暫定地区計画的なものとコミュニティの生活ルー

ル的なものを両極に、その中間的なものとして景

観などの地区計画の補完(横出し)的なものがあ

ることが議論された。このうち暫定地区計画的な

ものは、場合によってはすぐにでも地区計画ある

いは建築協定そのものに昇格できる可能性がある

ということから、その内容は公的規制との互換可
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能性が高いと考えることができる。従って、暫定

地区計画的な内容に限定されたまちづくり協定

は、制度としては図 2の右下部分に位置すること

が可能であり、このことは、すぐ上で述べたこと

から、この図のどの位置にでも存在できることを

意味している。

一方で、コミュニティの生活ルール的な内容は、

基本的には私的調整の性格を有するものと言うべ

きだろう。従って、このような規定内容を有する

まちづくり協定は、制度としては図 2の左上部分

に位置付けられるが、私的調整の対象が公的規制

の対象となることは極めて困難で‘あることから、

この領域に限定されることになる。

これらの関係を図で示したものが図 3である。

コミュニティの生活ルール的な内容を有するまち

づくり協定は図の左上、 Aの領域にしか存在する

ことができない。生活ルール的な内容に偏った協

定とは、商店街に見られるソフト特化型まちづく

り協定であり、実際この種の協定はほぽ全てが図

の左上角(表 1のAa)の形式を有している。これ

に対して、暫定地区計画的な内容を有するまちづ

くり協定は、図のA、B、Cいずれの領域でも締

結が可能である。全体として見れば、図の右下方

向、すなわち公的関与が高く、法的正当性も高く

なるにつれて、現行地区計画や建築協定同等の規

定内容、つまり「地区計画的」な内容に限定され

ていく傾向がある。

景観などの地区計画の補完的な内容をもっ協定

は、図のAとB、すなわち図の左上を中心に、生

活ルールと暫定地区計画の中間的な領域までの制

度的な位置づげが可能である。景観まちづくり協

定の多くが、条例に位置づけられ、自治体の承認

や合意された地区方針として導入されている(言

い換えれば表1のCblとCb2)ことは、 3.4節で述

べたとおりである。しかしながら、景観・コミュ

ニティ活動重視型のまちづくり協定のように、景

観のみならず生活ルールの部分も協定内容に含ま

れている場合は、図において成立可能な領域の狭

い方、すなわち生活ルールに対応した領域Aで協

定締結がなされることになる。同様にまちづくり

協定の典型例である総合環境整備型の協定では、

地区計画的な内容が相当含まれていたとしても、

生活ルールの部分が協定の類型に大きな影響を及

ぽすことになる。条例に基づくまちづくり協定の

内容が、多分に地区計画的な内容を中心にしたも

のであり、コミュニティの生活Jレール的な内容を

も含んだ総合環境整備型のまちづくり協定を認め

る自治体条例が少ないのは、以上のような議論に

よって説明されよう。

の

法

的

位

置
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け

図3 まちづくり協定の類型と規定内容の関係

5. 3 実効性担保の方法

まちづくり協定は地区計画ほど決定の手続きが

厳密でなく、従って変更も容易で、また地区計画

や建築協定では決めることができないコミュニテ

ィの生活ルール的なものも規定に含めることがで

きるという点で、柔軟で機動性の高い手法として

評価することができる。その反面、地区計画や建

築協定のように法的な位置づけに乏しいため、実

効性をどのようにして確保・担保するかという問

題を抱えている。そこで、この章の分析の最後に、

本稿で用いてきたまちづくり協定制度の類型枠組

みを利用して、実効性担保の方法についての考察

をffいたい。

まちづくり協定類型と実効性担保の方法の関係



のような手法を用いることは適当でない。そこで

中程度の公共性領域(図のB領域)にあるまちづ

くり協定制度にとっての主たる担保手法は、行政

指導ということになる。公共性の程度がさらに低

い領域に類型されるまちづくり協定では、それは

基本的に民民の問題であるか法的位置づけが全く

ないことを意味しているので(図のC領域)、こう

いった場合には公共による実効性の担保よりは、

むしろ民間自身によるまちづくり組織を通じた実

効性の担保が中心となろう。

もう一つ、図で注意しておくべきことは、一般

的に公共性の低い類型における担保手段は、公共

性の高い類型においても利用可能だということで

ある。行政指導はB領域のみならずA領域でも可

能であり、民間まちづくり組織による管理は、 C

領域のみならず、 BおよびA領域でも十分利用で

きる。

最後に、この図から得られる現実への示唆を 1

点指摘しておこう。まず第1に、法的位置づけは

ないが自治体が地区方針として協定を導入してい

る場合、つまり表 1でいう (Ab2)の場合は、現実的

にはその担保はかなりの部分、行政指導によって

行われている。しかし図によれば、この類型では

行政指導を正当化するほどの公共性に乏しく、む

しろ民間まちづくり組織を醸成し、その管理能力

を高める努力をした方が好ましい。逆に行政指導

に効果を認めているのであれば、締結形式におい

て公的関与を強めるか、条例などに位置づけるこ

とが必要だろう。
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以上、本研究において議論されたことをまとめ

ると次のようになる。

(1)制度としてのまちづくり協定を分類する方法と

して、法的位置づけと締結形式に着目し、それぞ

れが法的正当性、公的関与の程度を示すものであ

ることを議論した上で、16種類の類型を提示した。

(2)商庖街と住宅地のまちづくり協定計91件の分析

結果から、まちづくり協定の規定内容は、①建築

用途・形態関係、②意匠などの建築デザイン関係、

6.研究のまとめと今後の課題

まちづくり協定の類型と担保手法の関係

について、 1つの仮説を示したものが図 4である。

一般に公的関与が高ければ高いほど、そして法的

正当性が高ければ高いほど、制度としての公共性

は高まると考えられるので、図の左上から右下に

向けて、公共性の軸を設定することができょう。

ただしここでいう公共性は、法律的な意味での公

共性であり、制度として確立すべきほどの普遍性

をもった公共性のことである。従って、図の右下

にないからといって、必ずしも一般的な意味での

公共性が低いことを意味しないことに注意してお

く必要がある。例えば、ゴミを出すルールなどは

基本的には図2でいう私的調整にあたるものと考

えられ、法律的な意味での公共性は高くないかも

しれないが、だからといっていかなる意味でも公

共性がないとも言えないだろう。

さて、ここで言う公共性が極めて高いもの、す

なわち図の右下にあるような類型のまちづくり協

定制度は、図2では「公的規制」の性格が高いも

のであり、このような領域(図 4中のA)では、

都市計画、建築規制などと同様、いわゆるポリス

パワーに基づく規制が協定の実効性を担保する主

たる手段として期待することができょう。一方で

ポリスパワーに基づく規制は、かなり強力な担保

手段であり、公共性がさほど高くない領域ではこ

図4
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③維持管理・コミュニティ活動関係の 3つに大き

くは分類され、これらの組み合わせによって、「街

路整備型j r景観・コミュニティ活動重視型J rソ

フト特化型j r総合環境整備型」の 4つのパタ}ン

が存在することが明らかとなった。また、①建築

用途・形態関係は、現行用途地域制に対する上乗

せ規制として、「暫定地区計画j r暫定建築協定」

的な性格を有し、②意匠などの建築デザイン関係

は、地区計画・建築協定に対する補完的な役割(横

出し)と位置づけられるのに対して、③維持管理・

コミュニティ活動関係は、「コミュニティの生活lレ

ール」的な内容をもつものと解釈されることを議

論した。

(3)まちづくり協定制度の16の類型に対して、「公的

規制J r公的指導j r私的契約j r私的調整」の 4つ

の性格を傾向づけ、さらにこれらの性格づけを利

用しながら、まちづくり協定の規定内容と協定制

度類型との関係、協定の実効性担保方法と協定制

度類型との関係を議論した。その結果、公的規制

の傾向を有するまちづくり協定制度ではポリスパ

ワーによる規制が、私的調整の傾向を有する協定

制度では民間まちづくり組織による管理が、その

中間的な傾向の協定制度では行政指導が実効性担

保の主たる手段として考えられることを 1つの仮

説として提示した。

今後の課題の最大のものは、まちづくり協定の

運営面の把握であろう。特に5.3で議論した協定の

実効性担保の仮説を検証するためには、協定がど

のような主体によって、どのような手続きを経て

運用されているかを把握することが不可欠であ

る。その際には、自治体の開発許可と建築確認の

手続きとの関係も重要な視点となるものと考えら

れる。筆者の研究室では、本稿で用いた協定の規

定内容に関する調査に引続き、過日まちづくり協

定の運営面を把握するための調査を行った。その

結果の報告も含めて、別の機会に議論したいと考

えている。

2王

1)都市計画法の32条には「開発許可を申請しようとす

る者は、…公共施設の管理者の同意を得、…協議し

なければならない」とされ、昭和57年の通達(建設

省計民発第30号)中でこの協議内容について「…協

定書を締結する等法律関係の明確化を図ること」と

されている。これにしたがって自治体と開発業者の

聞で締結される協定を、一般に32条協定と呼んでい

る。

2)表1に表れる各協定や3.4節の記述については、 4

章で述べる調査から得られた情報に基づいたもの

である。

3)ただし、本研究で対象とするまちづくり協定の範囲

外とした、自治体が個人や事業者と個別に締結する

タイプのまちづくり協定は多く存在する。従って、

自治体が締結者となる (c)タイプのまちづくり協定

は、本研究で対象としているような地区を想定した

まちづくり協定よりは、むしろ地区という概念をも

たない個別締結型が中心となっている。

4)調査は(財)住宅総合研究財団の助成を得て行われ

た。結果は石川・中井(1996)および中井(1996)に詳

しく報告されている。
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“Machizukuri" agreements， or community agreements， which define agreed rules between 

interested residents， have become increasingly a popular tool for the improvements of community 

environment. The purpose of this paper is to show a framework for a theoretical analysis of 

community agreements， and by using this framework to consider the roles and status of these 

agreements in relation to normal planning controls. 

The discussion begins with the definition of community agreements， followed by an examination 

of two concepts by which the community agreement systems can be classified: the legal status and the 

public involvement. The legal status of community agreements varies， from absolute non-statutory 

to defined by municipality ordinances， or nationallaws. The degree of public involvement also shows 

a diversity， from those interpreted as purely private-private relation to those into which the 

municipality actually enters. Our analysis consequently proposes 16 categories for the classification 

of various community agreement systems. 

An empirical examination of 91 agreements reveals that various rules defined in the community 

agreements can be divided into three groups. The first group relates to the improvements of physical 

environments and can therefore be considered as interim district planning controls. The second group 

emphasizes design and landscape controls， such as advertisement controls and aesthetic controls， so 

that it can be regarded as the complementary to normal planning control. The third and last group 

mainly defines rules for the non-physical aspects of the community， such as opening hours and events 

in the case of shopping districts， or street maintenance in the case of residential areas. 

The final chapter attempts to consider the characteristics of various community agreement 

systems， by combining the theoretical framework with the results of the empirical analysis. It is 

discussed that basically the community agreements could be characterized by one of the following 

four features: formal public regulation， informal public guidance， formal private contract， and 

informal private arrangement. The paper ends with a discussion as to how these agreements can be 

effectively implemented. It is suggested that while controls by local governments based on police 

power could be effective for those agreements with formal public regulation character， to 




